
個人市・県民税定額減税の実施方法
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令和６年４月
印西市市民部課税課市民税係

納税義務者の皆様へ



6月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

6月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

個人市・県民税定額減税の実施方法
〇給与特別徴収の方

〇令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11
か月に分割して徴収します（100円未満の端数については、最初の月で徴収します）。

※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、
例年通り５月中旬にお送りします。

税負担

税負担

6月分は徴収しない



個人市・県民税定額減税の実施方法
〇普通徴収の方

〇定額減税前の税額をもとに算出した第1期分（令和6年6月分）の税額から減税し、第1期
分から減税しきれない場合は、第2期分（令和6年8月分）以降の税額から、順次減税します。

８月 １０月 １月

６月 ８月 １０月 １月

６月

税負担

税負担

6月分から減税
（減税しきれない場合は8月分以降で減税）



個人市・県民税定額減税の実施方法
〇年金からの特別徴収の方

〇定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収から減税し、減税しき
れない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

※令和６年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第１期分（令和６年６月分）お
よび第2期分（令和6年8月分）は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合
は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税います。

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

仮徴収税額
（前年の年税額の1/2を３期分徴収）

本徴収税額
（当初の年税額から仮徴収税額を

除いた税額を3期分徴収）

１０月分から減税
（減税しきれない場合は１２月分以降で減税）

税負担

税負担



個人市・県民税定額減税の実施方法

印西市市民部課税課市民税係

電話：0476-33-4443

所在：〒270-1396
千葉県印西市大森2364-2

お問い合わせ先
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